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公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

参
照
条
文

○
公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

（
抄
）

（
期
日
前
投
票
）

第
四
十
八
条
の
二

選
挙
の
当
日
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
選
挙
人
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
第
四
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
期
日

前
投
票
所
に
お
い
て
、
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
務
若
し
く
は
業
務
又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
用
務
に
従
事
す
る
こ
と
。

二

用
務
（
前
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
事
故
の
た
め
そ
の
属
す
る
投
票
区
の
区
域
外
に
旅
行
又
は
滞
在
を
す
る
こ
と
。

三

疾
病
、
負
傷
、
妊
娠
、
老
衰
若
し
く
は
身
体
の
障
害
の
た
め
若
し
く
は
産

褥

に
あ
る
た
め
歩
行
が
困
難
で
あ
る
こ
と
又
は
刑
事
施
設
、

じ
よ
く

労
役
場
、
監
置
場
、
少
年
院
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

交
通
至
難
の
島
そ
の
他
の
地
で
総
務
省
令
で
定
め
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
地
域
に
滞
在
を
す
る
こ
と
。

五

そ
の
属
す
る
投
票
区
の
あ
る
市
町
村
の
区
域
外
の
住
所
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

２
～
８

〔
略
〕

（
不
在
者
投
票
）

第
四
十
九
条

前
条
第
一
項
の
選
挙
人
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
二
条
第
一

項
た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

不
在
者
投
票
管
理
者
の
管
理
す
る
投
票
を
記
載
す
る
場
所
に
お
い
て
、
投
票
用
紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
こ
れ
を
封
筒
に
入
れ
て
不
在
者
投
票

管
理
者
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～

〔
略
〕
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○
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

（
船
員
）

第
一
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
船
員
」
と
は
、
日
本
船
舶
又
は
日
本
船
舶
以
外
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
に
乗
り
組
む
船
長
及
び
海
員

並
び
に
予
備
船
員
を
い
う
。

②
・
③

〔
略
〕

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
員
」
と
は
、
船
内
で
使
用
さ
れ
る
船
長
以
外
の
乗
組
員
で
労
働
の
対
償
と
し
て
給
料
そ
の
他
の
報
酬
を
支
払

わ
れ
る
者
を
い
う
。

②

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
予
備
船
員
」
と
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
舶
に
乗
り
組
む
た
め
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
船
内
で
使
用
さ
れ
て

い
な
い
も
の
を
い
う
。

（
船
員
手
帳
）

第
五
十
条

船
員
は
、
船
員
手
帳
を
受
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

船
長
は
、
海
員
の
乗
船
中
そ
の
船
員
手
帳
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

船
長
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
船
内
に
お
け
る
職
務
、
雇
入
期
間
そ
の
他
の
船
員
の
勤
務
に
関
す
る
事
項
を
船
員
手

帳
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

船
員
手
帳
の
交
付
、
再
交
付
、
訂
正
、
書
換
え
及
び
返
還
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。
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○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

削
除

二

外
国
人

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。

三

乗
員

船
舶
又
は
航
空
機
（
以
下
「
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
の
乗
組
員
を
い
う
。

三
の
二
・
四

〔
略
〕

五

旅
券

次
に
掲
げ
る
文
書
を
い
う
。

イ

日
本
国
政
府
、
日
本
国
政
府
の
承
認
し
た
外
国
政
府
又
は
権
限
の
あ
る
国
際
機
関
の
発
行
し
た
旅
券
又
は
難
民
旅
行
証
明
書
そ
の
他
当

該
旅
券
に
代
わ
る
証
明
書
（
日
本
国
領
事
官
等
の
発
行
し
た
渡
航
証
明
書
を
含
む
。
）

ロ

政
令
で
定
め
る
地
域
の
権
限
の
あ
る
機
関
の
発
行
し
た
イ
に
掲
げ
る
文
書
に
相
当
す
る
文
書

六

乗
員
手
帳

権
限
の
あ
る
機
関
の
発
行
し
た
船
員
手
帳
そ
の
他
乗
員
に
係
る
こ
れ
に
準
ず
る
文
書
を
い
う
。

七
～
十
六

〔
略
〕

（
外
国
人
の
入
国
）

第
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
外
国
人
は
、
本
邦
に
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一

有
効
な
旅
券
を
所
持
し
な
い
者
（
有
効
な
乗
員
手
帳
を
所
持
す
る
乗
員
を
除
く
。
）

二

入
国
審
査
官
か
ら
上
陸
許
可
の
証
印
若
し
く
は
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
又
は
上
陸
の
許
可
（
以
下
「
上
陸
の
許
可
等
」
と
い

う
。
）
を
受
け
な
い
で
本
邦
に
上
陸
す
る
目
的
を
有
す
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

２

本
邦
に
お
い
て
乗
員
と
な
る
外
国
人
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
乗
員
と
み
な
す
。

（
出
国
の
手
続
）

第
二
十
五
条

本
邦
外
の
地
域
に
赴
く
意
図
を
も
つ
て
出
国
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
（
乗
員
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
者
が

出
国
す
る
出
入
国
港
に
お
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
入
国
審
査
官
か
ら
出
国
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
外
国
人
は
、
出
国
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
出
国
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
日
本
人
の
出
国
）

第
六
十
条

本
邦
外
の
地
域
に
赴
く
意
図
を
も
つ
て
出
国
す
る
日
本
人
（
乗
員
を
除
く
。
）
は
、
有
効
な
旅
券
を
所
持
し
、
そ
の
者
が
出
国
す
る

出
入
国
港
に
お
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
入
国
審
査
官
か
ら
出
国
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
日
本
人
は
、
出
国
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
出
国
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
日
本
人
の
帰
国
）

第
六
十
一
条

本
邦
外
の
地
域
か
ら
本
邦
に
帰
国
す
る
日
本
人
（
乗
員
を
除
く
。
）
は
、
有
効
な
旅
券
（
有
効
な
旅
券
を
所
持
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
文
書
）
を
所
持
し
、
そ
の
者
が
上
陸
す
る
出
入
国
港
に
お
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る

手
続
に
よ
り
、
入
国
審
査
官
か
ら
帰
国
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


